
 

自動車登録番号標付車両によるレース開催規定の改正について 

 

※下線部：変更箇所 

改正後 現行規定 

第１条～第６条（略） 

 
第７条 競技会終了後の車両検査 
１．競技会公式車両検査終了後すべての参加車両は、車両故障あるいは損傷の

有無にかかわらず、下記のいずれかの方法により一般の交通の用に供するの

に適するか否かの確認を受けなければならない。オーガナイザーは、その結

果についての「自動車登録番号標付車両によるレース終了後の車両検査票

（以下「検査票」という）」を全参加車両について作成すること。 
 １）オーガナイザーまたは当該参加者が用意した車両運搬車等の自走しない

手段により、整備工場等に搬送され受験する。 

２）オーガナイザーがレース開催場所に派遣する「指定自動車整備事業規則」

第４条に定める自動車検査員または同等の知識・経験を有する二級自動車

整備士以上の資格者（以下、「自動車検査員」という。）により受験する。 
２．競技に参加した車両が、前項に従って受験しなかった場合は、その競技成

績は抹消され、かつ、その競技参加者、競技運転者および車両の以後の本レ

ースへの参加は認められない。 
  入賞した車両の競技成績が本項によって抹消された場合、その車両の後順

位の車両の順位は繰り上げられない。 

 
第８条～第１１条 （略） 

 

第１２条 本規則の施行 

  本規定は、２０２６年４月１日より施行する。 

 

 

第１条～第６条（略） 

 
第７条 競技会終了後の搬送 
１．競技会公式車両検査終了後すべての参加車両は、車両故障あるいは損傷の

有無にかかわらずオーガナイザーまたは 当該参加者が用意した車両運搬

車等の自走しない手段により、整備工場等に搬送され、一般の交通の用に供

するのに 適するか否かの確認を受けなければならない。オーガナイザー

は、その結果についての検査票を全参加車両について作成すること。 

 
 

 
 
 
２．競技に参加した車両が、前項に従って整備工場等に搬送されなかった場合

は、その競技成績は抹消され、かつ、その競技参加者、競技運転者および車

両の以後の本レースへの参加は認められない。 
  入賞した車両の競技成績が本項によって抹消された場合、その車両の後

順位の車両の順位は繰り上げられない。 

 
第８条～第１１条 （略） 

 

第１２条 本規則の施行 

  本規定は、２０２５年１月１日より施行する。 

 

 



 

自動車登録番号標付車両によるレース開催規定の統一解釈 

 

１． （略） 

２．第７条 「競技終了後の車両検査」について：   

統一解釈：    

１）本条第１項２）の検査で、一般の交通の用に供するのに適しないと判定

された参加車両については、自走しない手段により整備工場等に搬送の

上、必要な修理を受けるものとし、もし整備工場等に搬送されなかった

場合は、本条第２項を適用する。 

３． 本条第１項２）の方法で車両検査を実施する場合、「決勝レースの正式結

果」は、車両保管解除後、競技に参加した全車両が本確認を受けるための、

受付を完了した時点で発表することができる。 

なお、決勝レース終了後に行われる再車両検査において、本確認で行われ

る検査項目を実施することができる。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

自動車登録番号標付車両によるレース開催規定の統一解釈 

 

１． （略） 

２．第７条 「競技終了後の搬送」について：   

統一解釈：    

１）オーガナイザーは、「指定自動車整備事業規則」第４条に定める自動車

検査員（以下、「自動車検査員」という。）をレース開催場所（サーキッ

ト）に派遣して、レース後に参加車両が一般の交通の用に供するのに適

するか 否かの確認を行なわせることができるものとし、これを本規定

に定める整備工場等での確認とみなす。   

２）上記の検査で、一般の交通の用に供するのに適すると判定された参加車

両については本規定第２項を適用しないが、一般の交通の用に供する

のに適しないと判定された参加車両については、自走しない手段によ

り整備工場等に 搬送の上、必要な修理を受けるものとし、もし整備工

場等に搬送されなかった場合は、本規定第２項を適用する。 

３． 自動車登録番号標付車両によるレースにおいて「指定自動車整備事業規

則」第４条に定める自動車検査員をレース開催場所（サーキット）に派遣し

て、レース後に参加車両が一般の交通の用に供するのに適するか否かの確

認を行う場合、「決勝レースの正式結果」は、車両保管解除後、競技に参加

した全車両が本確認を受けるための、受付を完了した時点で発表すること

ができる。    

なお、決勝レース終了後に行われる再車両検査において、本確認で行われ

る検査項目を実施することができる。 

 

 

 

 

 

 



 
自動車登録番号標付車両によるレース開催規定  

細則 自動車登録番号標付車両によるレースの車両検査および安全対策 

 

１．レース開催前：   

１）一般社団法人日本自動車連盟（以下「ＪＡＦ」という）は、オーガナイ

ザーから本レース組織許可申請書の提出を受けた後、当該オーガナイザー

に対し、それまでに提出された検査票に基づく参加車両履歴一覧表を開示

する。 

２）オーガナイザーは、上記１）による参加車両履歴一覧表に基づき、過去

の本レースにおいて不具合を指摘された車両の参加について、以下の措置

を講じること。 

（１）～（２） （略） 

２．レース開催中：   

１）オーガナイザーは、参加車両の応急作業、整備工場等への搬送および整

備作業を遺漏なく行うことができるよう以下の措置を講じること。 

（１）～（２） （略） 

２） （略） 

３．レース終了後：  

１） （略） 

２）競技参加者および競技運転者は、競技会終了後の車両検査にて起票さ

れた検査票の誓約文に署名しなければならない。  

３）オーガナイザーは、上記２）による確認結果を記載した検査票をすべ

て回収し、「自動車競技の組織に関する規定」の第７条６に規定された

書類とともに、競技会終了後14日以内にＪＡＦに提出しなければなら

ない。  

 

以上 

 

自動車登録番号標付車両によるレース開催規定  

細則 自動車登録番号標付車両によるレースの車両検査および安全対策 

 

１．レース開催前：   

１）一般社団法人日本自動車連盟（以下「ＪＡＦ」という）は、オーガナイ

ザーから本レース組織許可申請書の提出を受けた後、当該オーガナイザ

ーに対し、それまでに提出された参加車両履歴一覧表を開示する。  

 

２）オーガナイザーは、上記１）による参加車両履歴一覧表に基づき、過去

の本レースにおける競技会終了後の整備工場等における車両検査で不具

合を指摘された車両の参加について、以下の措置を講じること。 

（１）～（２） （略） 

２．レース開催中：   

１）オーガナイザーは、参加車両の応急作業、整備工場等への搬送および

整備作業を遺漏なく行うことができるよう以下の措置を講じること。 

（１）～（２） （略） 

（３）競技会場に車両運搬車を配備し、参加者の希望により便宜を図るこ

と。車両運搬車は、「自動車登録番号標付 車両によるレース開催規定」

の第７条によるすべての参加車両の整備工場等への搬送が円滑に行うこ

とができる台数を配備しなければならない。   

２） （略） 

３．レース終了後：  

１） （略） 

２）正式結果発表後、すべての参加車両は、一般の交通の用に供するのに

適するか否かの確認を受けるため、オーガナイザーまたは当該参加者

が用意した車両運搬車等の自走しない手段により、整備工場等に搬送

されなければならない。ただし、順位が認定されない車両は、正式結

果発表前に整備工場等での確認を受けることができる。 

３）整備工場等への搬送後、すべての参加車両は、競技役員立会いのもと



競技会での車両故障あるいは損傷の有無にかかわらず「自動車登録番

号標付車両によるレース終了後の車両検査票（以下「検査票」という）」

による確認を受け、 競技参加者および競技運転者は、「自動車登録番

号標付車両によるレース開催規定」の第８条に基づき、同検査票の誓

約文に署名しなければならない。  

 

４）オーガナイザーは、上記３）による確認結果を記載した検査票をすべ

て回収し、「自動車競技の組織に関する規 定」の第７条６に規定され

た書類とともに、競技会終了後 14 日以内にＪＡＦに提出しなければ

ならない。  

 

以上 

 




